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(57)【要約】
【課題】３室型電解水生成装置の塩酸ガス（塩化水素）
の発生を抑制する。
【解決手段】この発明の電解水生成方法は、陰電極８ｂ
を収容する陰極室７と陽電極８ａを収容する陽極室６と
をイオン透過性の隔膜３を介して設置した電解槽１に対
し、塩水タンク２に収容した電解液である食塩水を供給
し、上記陰極室７において還元水を、陽極室６において
酸化水をそれぞれ生成する電解水生成方法において、上
記食塩水に塩酸ガスの発生を抑制する抑制剤を添加する
ことにより、上記電解液より塩酸ガスが発生するのを抑
制する方法であり、上記抑制剤はＮａＣＨＯ３，ＣａＣ
Ｏ３，Ｋ２ＣＯ３のいずれかを含み、塩水タンクに添加
供給する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陰電極（８ｂ）を収容する陰極室（７）と陽電極（８ａ）を収容する陽極室（６）とを
イオン透過性の隔膜（３）を介して設置した電解槽（１）に対し、塩水タンク（２）に収
容した電解液である食塩水を供給し、上記陰極室（７）において還元水を、陽極室（６）
において酸化水をそれぞれ生成する電解水生成方法において、上記食塩水に塩酸ガスの発
生を抑制する抑制剤を添加する電解水生成方法。
【請求項２】
　抑制剤がＮａＣＨＯ３，ＣａＣＯ３，Ｋ２ＣＯ３のいずれかを含む請求項１に記載の電
解水生成方法。
【請求項３】
　抑制剤を塩水タンク（２）に添加供給する請求項１又は２に記載の電解水生成方法。
【請求項４】
　電解槽（１）を酸性水を生成する酸性電解槽（１Ａ）と還元水を生成する還元電解槽（
１Ｂ）とに分離して形成し、各電解槽（１Ａ），（１Ｂ）に陰イオン透過性の隔膜（３ａ
）と陽イオン透過性の隔膜（３ｂ）とをそれぞれ介して一対の陽電極（８ａ）と陰電極（
８ｂ）を対応させて配置し、両電極（８ａ），（８ｂ）の一方の側に電解液を導入排出す
る電解液室（４ａ），（４ｂ）を形成し、他方の側に水を導入排出して酸性水又は還元水
を生成させる陽極室（６）又は陰極室（７）のいずれかを形成し、電解液である食塩水を
貯留し且つ各電解液室（４ａ），（４ｂ）に接続して循環供給する塩水タンクを設けてな
る請求項１，２又は３のいずれかに記載の電解水生成方法に使用する電解水生成装置。
【請求項５】
　左右方向に横長で天板及び周壁により外部より遮蔽されたボックス状のケースの（４１
）内に密閉状態で閉蓋できる蓋付きの塩水タンク（２）を設け、上記ケース（４１）内の
塩水タンク（２）の底部に電解液循環駆動用のポンプ（１１）を取付け固定し、前記ケー
ス（４１）内の他方の端部にはプレート状に組合された電解槽（１）を左右方向に設置し
、上記電解槽（１）と塩水タンク（２）間の電解液循環用の配管と同電解槽（１）の陰極
室（７）と陽極室（６）の給排水用の配管を前記ケース（４１）内に密閉状態で収納させ
てなる請求項１，２又は３のいずれかに記載の電解水生成方法に使用する請求項４に記載
の電解水生成装置。
【請求項６】
　陰極室（７）と陽極室（６）に接続される各排出配管に、ケース（４１）の外部に取付
けられる還元水と酸化水の各取出管（１８ａ），（１８ｂ）に接続し、還元水と酸化水を
手指洗浄及び手指消毒用に使用する請求項４又は５に記載の手指洗浄・消毒用の電解水生
成装置。
【請求項７】
　電解槽（１）の陰極室（７）及び陽極室（６）への給水配管をケース（４１）の外部か
らの水道配管に接続し、両室に水道水を供給する請求項６に記載の手指洗浄・消毒用の電
解水生成装置。
【請求項８】
　電解槽（１）の陰極室（７）及び陽極室（６）への給水配管と接続され、両室への供給
水を貯留して必要に応じて給水する給水タンク（６６）をケース（４１）に設置し、携帯
移動可能に構成した請求項６に記載の手指洗浄・消毒用の電解水生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は各種の洗浄用及び殺菌・消毒用として使用される電解水生成方法及び装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来例えば特許文献１及び非特許文献１に示される電解水生成装置のように、陰極，陽
極の電極間にイオン交換膜を介して食塩水等の電解液（電解質溶液）を循環させる中間室
（電解液室）を設け、その両側に水を供給排出させる陰極室（カソード室）と陽極室（ア
ノード室）を形成し、陰極室と陽極室からナトリウムイオン水（還元水）と塩素イオン水
（酸化水）をそれぞれ取出して洗浄水又は殺菌水として使用する３室型電解システムが知
られている。そして上記還元水及び酸化水は１室型（無隔膜）電解システム又は２室型電
解システムによって得られるアルカリ水や酸性水と比較してイオン活性力が高く、優れた
洗浄力や殺菌力、脱臭・脱色作用を備えていることが知られており、特に高還元水又は高
酸化水と称されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３７９３１１４号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】http://www.redox.co.jp/?page_id=9（３室型電解システムのしくみ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし上記の従来の３室型の電解槽を用いた装置では、電解液（食塩水）を電解質タン
クと電解槽の中間室との間で循環させるために、電解液中に塩酸が生成され（Ｈ２＋Ｃｌ

２→２ＨＣｌ）且つ蓄積される（濃度が高くなる）ため、電解水生成装置の周辺に塩酸ガ
ス（塩化水素）による強い刺激臭が充満し、電解水の生成場所や使用する作業空間、その
他の居住スペース等の環境の悪化を招くほか、各種機器類や取扱い品に酸化や腐蝕による
損傷、故障等を生じさせ又は機器類の耐久性を損ねるという欠点がある。
【０００６】
　他方、前記高還元水や高酸化水はその洗浄力や殺菌力に優れているため、医療施設や介
護福祉施設等における手指の洗浄や除菌等に使用される例があるが、既述のように強い塩
酸臭や塩酸ガスの影響が懸念されて生成された電解水を容器に移して貯留したものが使用
されていた。
【０００７】
　また従来の電解装置は、各種機器類やシーツ類の洗浄、洗濯や殺菌等に使用されるため
電解槽や塩水（電解質）タンクも大型で全体として大型であるため、洗面所や施設の入口
等に簡単に設置して、一般のユーザーや来訪者等の利用に供する電解水を電解装置から直
接供給する装置は市販されておらず、その提供が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明の電解水生成方法及び装置は、第１に陰電極８ｂを収
容する陰極室７と陽電極８ａを収容する陽極室６とをイオン透過性の隔膜３を介して設置
した電解槽１に対し、塩水タンク２に収容した電解液である食塩水を供給し、上記陰極室
７において還元水を、陽極室６において酸化水をそれぞれ生成する電解水生成方法におい
て、上記食塩水に塩酸ガスの発生を抑制する抑制剤を添加することを特徴としている。
【０００９】
　第２に、抑制剤がＮａＣＨＯ３，ＣａＣＯ３，Ｋ２ＣＯ３のいずれかを含むことを特徴
としている。
【００１０】
　第３に、抑制剤を塩水タンク２に添加供給することを特徴としている。
【００１１】
　第４に、電解槽１を酸性水を生成する酸性電解槽１Ａと還元水を生成する還元電解槽１
Ｂとに分離して形成し、各電解槽１Ａ，１Ｂに陰イオン透過性の隔膜３ａと陽イオン透過



(4) JP 2017-176961 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

性の隔膜３ｂとをそれぞれ介して一対の陽電極８ａと陰電極８ｂを対応させて配置し、両
電極８ａ，８ｂの一方の側に電解液を導入排出する電解液室４ａ，４ｂを形成し、他方の
側に水を導入排出して酸性水又は還元水を生成させる陽極室６又は陰極室７のいずれかを
形成し、電解液である食塩水を貯留し且つ各電解液室４ａ，４ｂに接続して循環供給する
塩水タンクを設けてなることを特徴としている。
【００１２】
　第５に、左右方向に横長で天板及び周壁により外部より遮蔽されたボックス状のケース
の４１内に密閉状態で閉蓋できる蓋付きの塩水タンク２を設け、上記ケース４１内の塩水
タンク２の底部に電解液循環駆動用のポンプ１１を取付け固定し、前記ケース４１内の他
方の端部にはプレート状に組合された電解槽１を左右方向に設置し、上記電解槽１と塩水
タンク２間の電解液循環用の配管と同電解槽１の陰極室７と陽極室６の給排水用の配管を
前記ケース４１内に密閉状態で収納させてなることを特徴としている。
【００１３】
　第６に、陰極室７と陽極室６に接続される各排出配管に、ケース４１の外部に取付けら
れる還元水と酸化水の各取出管１８ａ，１８ｂに接続し、還元水と酸化水を手指洗浄及び
手指消毒用に使用することを特徴としている。
【００１４】
　第７に、電解槽１の陰極室７及び陽極室６への給水配管をケース４１の外部からの水道
配管に接続し、両室に水道水を供給することを特徴としている。
【００１５】
　第８に、電解槽１の陰極室７及び陽極室６への給水配管と接続され、両室への供給水を
貯留して必要に応じて給水する給水タンク６６をケース４１に設置し、携帯移動可能に構
成したことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように構成される本発明の方法によれば、塩水タンクと電解槽間を循環する電解
質にＮａＣＨＯ３，ＣａＣＯ３，Ｋ２ＣＯ３等の抑制剤を添加することにより、電解質中
の塩酸の蓄積が抑制され、電解液から塩酸が蒸散することによる塩酸臭の発生や塩酸ガス
の発生が抑制され、塩酸臭による環境問題や塩酸ガスによる周辺機器等の損傷、故障や耐
久性の低下等が防止できる。
【００１７】
　電解槽を酸性電解槽と還元電解槽にとに分けて形成した装置では、酸性水と還元水を互
いに他方に影響されることなく単独で、しかも自由な品質調整が可能な状態で取出し供給
ができる利点がある。
【００１８】
　また電解水生成のための電解槽，電解質タンク配管等を外部から遮蔽して小型化した電
解水生成装置のケース内に設置することで、医療施設、介護・福祉施設、学校その他の施
設の手洗所，洗面所出入り口等の公衆の居住空間における手指消毒用としても問題なく容
易に設置、採用でき、電解水生成装置から直接電解水を供給して利用できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の方法の実施に用いる電解水生成装置の基本構成を示す配線・配管図であ
る。
【図２】本発明装置の正面断面図である。
【図３】本発明装置の平面図である。
【図４】本発明装置の右側面図である。
【図５】本発明装置のディスプレイに示される表示内容とその流れの１例を示す説明図で
ある。
【図６】食塩水のみの電解液と重曹を添加した本発明方法の電解液での実施結果をｐＨ値
その他の計測値で対比した表である。
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【図７】本発明装置の他の実施例を示す配線・配管図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下本発明の実施形態につき説明するが、本発明の方法及び装置は図１に示す装置によ
り実施されるので、先ず該装置の基本構成につき説明する。ちなみに図１の電解水生成装
置の電解槽と塩水（電解質）タンク等の構成及びその作動原理は前記特許文献１及び非特
許文献１と共通するものである。
【００２１】
　この装置は３室型の電解槽１と該電解槽１に電解質（液）となる食塩水を貯留して循環
供給する塩水タンク２を備えており、電解槽１は縦長でプレート状の直方体（ブロック状
）に形成されており、その中央には左右のイオン透過性の隔膜（陰イオン交換膜３ａ，陽
イオン交換膜３ｂ）に仕切られた縦長の中間室（電解液室）４が形成され、さらにその左
右両側には陽極室６と陰極室７が形成されている。上記各隔膜３の外側に沿って通水性を
備えたシート状の陽，陰の各電極８ａ，８ｂが設けられている。
【００２２】
　塩水タンク２と中間室４の上下の間は食塩水（電解質）を循環させる循環路（配管）９
ａ，９ｂで接続され、塩水タンク２下部と中間室４の上部を接続する供給側循環路９ａに
は、食塩水を循環供給するポンプ１１と流量調節用のバルブ１２とが順次設けられている
。また塩水タンク２の下部には、塩水タンク２内の塩水が繰り返し使用の結果電解機能が
低下した時点で、食塩水を交換するために排出するドレンバルブ１３付のドレン管１４が
設置されている。１６は塩水タンク２に設けられた食塩水のレベルを検出するレベルセン
サーである。
【００２３】
　また陽極室６と陰極室７の下部には水道水を供給する給水管１７より分岐した分岐管１
７ａ，１７ｂがそれぞれ接続され、同じく両室６，７の上部には各室で生成された電解水
（プラスイオンが溶け込む高還元水とマイナスイオンが溶け込む高酸化水）を取出すため
の取出管１８ａ，１８ｂがそれぞれ接続され、各取出管１８ａ，１８ｂの先端側には噴出
ノズル又は噴出ノズルを兼ねた噴出口（いずれも図示しない）が設けられている。
【００２４】
　上記給水管１７には、上流側からメインバルブ１９，減圧弁２１，給水（ＯＮ，ＯＦＦ
）用電磁バルブ２２が順次設けられ、各分岐管１７ａ，１７ｂには流量調節用のバルブ２
３ａ，２３ｂがそれぞれ設けられている。また給水回路１７側又は取出管１８ａ，１８ｂ
のいずれかに取出水を温水化（例えば３５℃に）するための加温装置（図示しない）を設
けてもよい。
【００２５】
　次に上記電解槽１内の電解作動及び給排水，電解水取出しその他の制御を行うための電
気系統について説明すると、電源は１００ＶのＡＣ電源が使用され、電解電極８ａ，８ｂ
に接続される電解回路２４と各種の作動制御に使用される制御回路２６とに分岐されてい
る。
【００２６】
　電解回路２４は電極８ａ，８ｂにＤＣ電源を付与するためその末端は陽電極８ａ，陰電
極８ｂに接続されるが、基端部側よりメインスイッチ２７，コンバーター（電解電源）２
８，電極切換用の切換スイッチ２９が介設されている。上記コンバーター２８はＡＣ－Ｄ
Ｃ変換のほか、例えばＤＣ出力電圧を１２Ｖに変圧し６Ａの定電流で出力する機能を備え
ている。ここで定電流で出力するのは、電解負荷に応じて電圧を変化させるためのもので
ある。また切換スイッチ２９は電解作動の継続によって各電極に付着するスケールを上記
切換によって分離除去するために設けられている。
【００２７】
　他方、制御回路２６側には、例えばＤＣ２４Ｖで３０Ｗの出力を行う制御電源用のコン
バーター３１が設けられ、その出力側にはポンプ１１や給水電磁バルブ２２、その他の機
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器やスイッチ類を入力信号に応じて制御するためのプログラムを備えた制御装置３２が設
けられている。
【００２８】
　上記装置に示す構成は最小限のものを示すもので、装置の運転上、例えば後述する給水
作動を開始させるための光センサー，スイッチ類その他の機器類や回路は示されておらず
、上記以外の運転上求められる各種電装品等は必要に応じて設置されるものである。
【００２９】
　また図１に示す装置の電解槽１の構造と機能及び使用方法を含めて基本的には特許文献
１に示すものと共通しているが、後述するようにこれを手指洗浄・消毒用として介護施設
，病院，食堂その他各種の施設の出入口や洗面所，便所等のように公衆も出入りする場所
で簡単に使用するために、小型化するに当り出力や電解処理能力は適宜変更される。
【００３０】
　次に上記装置を用いて電解水を生成する本発明の方法につき説明すると、本発明の方法
において、イオン透過性の隔膜３をそれぞれ備えた陰電極８ｂと陽電極８ａ間に設けられ
た電解槽１の中間室４と、電解液としての食塩水を収容する塩水タンク２との間で電解液
を循環させて中間室に電解液を供給し、上記中間室４の両側に設けた前記電解槽１の陰極
室７と陽極室６にそれぞれ水を供給排出することにより高還元水及び高酸化水を生成する
点は前記従来従来の方法と共通している。
【００３１】
　しかし既述のように３室型電解水生成装置による方法では、食塩水の電気分解に伴って
生じる塩酸が陰極側の電解水として取出されるだけでなく、中間室から塩水タンク２内に
戻され、さらに電解の継続と共に塩水タンク２内に貯留されて高濃度になる。このため既
述のような各種の不都合が生じる。
【００３２】
　これに対し本発明方法では塩水タンク２に投入する食塩水に塩酸ガス（塩化水素）の発
生を抑制する塩酸ガス抑制剤を添加するものである。後述する実施例では塩酸ガス抑制剤
として炭酸水素ナトリウム（ＮａＨＣＯ３）が使用されているが、例えば炭酸カルシウム
（ＣａＣＯ３）又は炭酸カリウム（Ｋ２ＣＯ３）のように炭酸イオン（ＣＯ３

(2－)）を
含む物質であれば、これらのケースでは塩酸と反応して、それぞれ食塩（ＮａＣｌ），塩
化カルシウム（ＣａＣｌ２）又は塩化カリウム（ＫＣｌ）のいずれかと水及び二酸化炭素
が生成され、塩酸の残留や蓄積が防止又は抑制できる。
【００３３】
　以下本発明装置の実施例につき図１～図５に基き説明する。図２～図４は本発明の装置
の正面断面図，平面図，右側面図を示し、装置は各種使用施設内のテーブル上や洗面所，
便所等に配置又は設置するために全体として小型化が図られ、例えば横幅１６５，高さ３
５５，奥行４００（ｍｍ），重量８ｋｇ程度に納められている。ちなみにこの実施例の装
置は後述する表１の手指洗浄用（小型）電解槽の欄に示すものが対象となっている。
【００３４】
　装置は中空ボックス状のケース４１内に収納されており、周壁は左右壁４２，４３と中
底（板）４４，下部底４６及び天板４７とが一体的な剛体として組立形成されており、天
板４７と中底４４の間には各種の機器類や電装品を配置し内部スペースの大半を占める本
体室４８が形成され、中底４４と下部底４６との間には主として外部の給水管１７を導入
する配管室４９が形成されており、中底（板）４４には同配管及び塩水タンク２からのド
レン管１４を通すための配管孔５１が形成されている。
【００３５】
　この例ではケース４１の左側壁４２は平板で構成されているが、右側壁４３は山型に半
円形の円弧状断面に湾曲形成されており、その上端側には周壁が当該円弧と同心円に形成
された塩水タンク２が一体的に形成されている。そして上記右側壁４３の前後の端部と左
側壁４２との間には正面側と背面側の長方形の開口部を密閉状に塞ぐ前後のカバー５２，
５３が着脱可能に取付けられており、この前後の開口部を通じて本体室４８内に各種機器
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類を取付け及び取外し又はこれらの操作や設定及びメンテナンス等を行う機構となってい
る。
【００３６】
　本体室４８内の片側（左側）中心位置には３室型で直方体形状の電解槽１が中底４４上
に固定して取付けられており、右側の塩水タンク２の底面側には開閉蓋付の塩水ポンプ１
１が取付固定されている。この塩水ポンプ１１は塩水タンク２の底面にジョイント管５５
を介して取付け固定されているほか、必要に応じ下部側をブラケット（図示しない）等を
介して中底４４側に補強的に支持する機構としてもよい。
【００３７】
　前記右側壁４３の内側で塩水タンク２の下方には、後述する表示装置５４が右外向きに
右側壁４３に取付けられており、表示装置５４の外側には右側壁４３の外側にディスプレ
イ５６が設けられ、このディプレイ５６は図示するように右側壁４３の半円形の右外側に
形成された平面的な凹部５７に表示装置５４を嵌合して取付けることによって外表面に露
出している。
【００３８】
　本体室４８内の略中央位置で電解槽１の背面側には、全体の制御用の電源となるコンバ
ーター３１が中底４４上に取付けられて設置され、さらに電解槽１の上部には取付棚５８
が左右方向に設置され、その上部の天板４７との間には電解作動用の電源となるコンバー
ター２８が取付棚５８に取付けて設置されている。また塩水ポンプ１１の下方で前方寄り
の中底４４上には電極切換スイッチ２９が取付け配置されている。
【００３９】
　右側壁４３のディスプレイ取付用の凹部５７の下方中心位置には、外部に露出するよう
に内部から差込状態で取付けられるセンサー５９が設けられ、利用者が外側よりこのセン
サー５９に手をかざすことにより、取出管１８ｂと１８ａより洗浄水と除菌水が順次定量
ずつ排出される。
【００４０】
　天板４７上には前後に振分けて除菌水と洗浄水の取出管１８ａ，１８ｂがそれぞれ取付
けられ、各種取出管１８ａ，１８ｂはいずれも塑性変形可能な金属製のらせん管であり、
さらに天板４７の前後中心位置で右寄り位置にはブラケット６１が突設され、このブラケ
ット６１と左側壁４２の上部突出端との間には、左右方向の棒状の把手６２が横設され、
装置の持ち運び時に把手として使用される。
【００４１】
　電解槽１の前後両壁の下部位置には、陰極室７と陽極室６に電解水生成用の水を供給す
る配管（ホース）１７ａ又は同１７ｂの接続口６３ａが、同上部位置には取出管１８ａ又
は同１８ｂと接続される生成水取出用の接続口６３ｂがそれぞれ設けられ、さらに前後方
向中央の中間室４の左側の上部位置には塩水タンク２からの食塩水の供給（循環）配管９
ａを接続する接続口６４ａが、同右側の下部位置には使用済の電解液（塩水）を塩水タン
ク２に返送する（循環）配管９ｂを接続する接続口６４ｂがそれぞれ設けられている。
【００４２】
　そして給水管１７から分岐する分岐管１７ａ，１７ｂ，循環配管９ａ，９ｂ及び各種電
装機器類の配線（ハーネス）配置はケース４１内の本体室４８内の空間を利用して行われ
、この本体室４８は少なくとも周面及び上面は（できる限り底面側も）密閉状態で外部と
遮蔽されており、内部のガスが外部に洩れない構造となっている。
【００４３】
　なお、図１～図４は、電解生成水用の水を水道管と接続し、水道圧を利用して洗浄水、
除菌水を取出す例につき述べたが、図２，図４のケース４１下部の仮想線で示すように、
配管室４９を設けないでこれより大容積の給水タンク６６をケース４１の下部に一体的に
設け、給水口６７より給水して貯留し、給水タンク６６内又は本体室４８内に設けた給水
ポンプ（図示しない）により、電解槽１の陽極室６及び陰極室７に給水することができる
。このタイプの装置は水道管と接続する必要がないため、水道管のない場所でも使用でき
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、任意の場所に携帯移動できる利点がある。
【００４４】
　図５は表示装置５４のディスプレイ５６に表示される指示内容と流れの１例で、利用者
はこの指示に従って洗浄、除菌を行うことができ、電解液が繰り返し使用によって電解機
能が一定以下に低下した時は、交換の手順を表示して電解液の交換をさせる内容となって
いる。
【００４５】
　ちなみに図１に示す装置を用いて生成した電解水で、大腸菌，カンジダ菌，サルモネラ
菌，セレウス菌，緑膿菌，レジオネラ菌，黄色ブドウ球菌について洗浄と除菌の実験を行
った結果では、洗浄水（１００％）を用いたケースで、添加１分後，５分後，１０分後の
菌数は緑膿菌ではすべてで陰性、セレウス菌では急減しながら１０分後のみ陰性、その他
は経時に伴い若干減少を示すものの大きな殺菌効果は認められていない。
【００４６】
　これに対し、除菌水（１００％）と除菌水（５０％）と水道水（５０％）のものは、各
経過時間ともにすべて陰性であった（島根県環境保険公社実験）。
　そして前記本実施例の方法による電解水もこれらと略同様の結果が得られた。
【００４７】
　介護者や看護師は１日２０～３０回と頻繁に手洗を行うが、アルコールやイソジン消毒
による場合が多いが、これらのケースでは肌荒れを免れない。これに対し、島根大学医学
部皮膚科・産学共同研究センターにおける実験によれば、４週間後の比較で本発明方法に
よる洗浄水、除菌水では肌荒れを確実に防ぐことができた。
【００４８】
　次に先に述べた本発明の方法を、例えば病院、介護施設等の衣類その他の洗濯用又は洗
浄用として用いられる図１に示す在来の大型の業務用電解水生成装置（「業務用装置」）
と、図１～図４に示す本発明の小型の手指洗浄用電解水生成装置（「手指用装置」）を用
いた実施例につき説明する。表１は上記２種類の装置の仕様を示している。
【００４９】
【表１】

【００５０】
　図６は上記２種類の装置を用いて、それぞれ飽和食塩水と、食塩と重曹（炭酸水素ナト
リウム）を３：７の割合で添加した溶液とで電解水を生成した場合の電解液（食塩水），
除菌水，洗浄水の水素イオン濃度（ｐＨ），酸化還元電位（ＯＲＰ），塩素濃度（ｐｐｍ
）の計測値の経時変化を示した表である。
【００５１】
　表１によればいずれの装置の場合も、塩水タンク内の電解質のｐＨ値を除いてはいずれ
の対象水の測定値にも有意な差が認められないのに対し、業務用装置，手指用装置共に食
塩水に重曹を添加したものでは食塩水と比較してｐＨ値が高く中性化又は弱アルカリ化し
ていることが明らかである。
【００５２】
　即ち、業務用装置の場合の塩水タンク内の電解質では、後者のｐＨ値が０．８８～１．
４１の強い酸性を示す（塩酸濃度が高い）のに対し、前者のｐＨ値は７．２５～８．５０
の中性乃至は弱酸性に留まる（塩酸がない）ことが明らかである。
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　また手指用装置の場合も同様に飽和食塩水ではｐＨ値が０．２２～１．１５の強酸を示
すのに対し、重曹を添加したものでは７．８２～１０．３５の中性乃至弱アルカリ性であ
ること、即ち塩酸を含まないことが明らかである。なお、食塩と重曹の配合比は塩化水素
の発生量，電解質の総量，電解液の使用量等を考慮して適宜決定される。
【００５３】
　図７は本発明の方法に使用され、特に手指洗浄・消毒用と使用する際に、洗浄水（還元
水）と除菌水（酸化水）とを異なるタイミングで各別に取出すのに適した構成の装置とし
て提供するものである。即ち図１に示す装置では１台の３室型電解槽１で洗浄水と除菌水
を提供しているために、いずれか一方の電解水を生成して取出すと必ず他方の電解水も生
成される結果、一方のみを使用した時は他方の水を無駄に廃棄することになるほか、酸と
アルカリの濃度（ｐＨ）も一方が決まれば他方もこれに対応して自動的に決められる等、
他方に対し一方を調整することができないという問題があった。
【００５４】
　この実施例は上記課題に対応するもので、図７に示すように電解槽１を除菌水生成用の
電解槽（酸性電解槽）１Ａと洗浄水生成用の電解槽（還元電解層）１Ｂとに分けて形成し
ている。各電解槽１Ａ，１Ｂがイオン透過性の隔膜８ａ又は８ｂに近接して配置される陽
電極８ａと陰電極８ｂを挿入し、その両側に電解水となる水を導入排出して電解水生成室
（陽極室６又は陰極室７）を形成している点と、各電解液室４ａ，４ｂが塩水タンク２と
接続されて食塩水が循環しながら供給される点は共通している。
【００５５】
　他方で両電解槽１Ａ，１Ｂは、酸性電解槽１Ａ側の隔膜３ａが陰イオン交換膜であって
陽電極８ａ側に陽極室６が形成され、陰電極８ｂ側に電解液室４ａが形成されているのに
対し、還元電解槽１Ｂ側は隔膜３ｂが陽イオン交換膜であり、陰電極８ｂ側に陰極室７が
形成され、陽電極８ｂ側に電解液室４ｂが形成されている点が異なる。換言すれば、この
例で示す装置は図１に示す３室型の装置の電解液室（中間室）４を左右に２分割して４ａ
，４ｂとし、両電解液室４ａ，４ｂそれぞれに塩水を循環供給する機構であり、電解水生
成機能は３室型の装置と略同一である。
【００５６】
　また上記構成に対応して各電極室６，７に接続される給水分岐管１７ａ，１７ｂの上流
側にはそれぞれ電磁バルブ２２ａ，２２ｂが各別に設けられている点，２つの電解液室４
ａ，４ｂには循環路９ａ，９ｂが分岐して接続されるとともに給液側の循環路９ａの各分
岐管には各別に流量調節用のバルブ１２ａ，１２ｂがそれぞれ設けられている点，各電解
槽１Ａ，１Ｂに対して電解回路２４ａ，２４ｂが分岐されて接続されるとともに、電解回
路２４ａ，２４ｂに分岐されたことに伴い電極切換用の切換スイッチが同２９ａ，２９ｂ
に示すように２段階に分けて設置され、両電解槽１Ａ，１Ｂの電極が各別に選択操作でき
るようになっている点とが、図１の電解水生成装置と異なる点である。上記相違点以外で
図１の装置と共通する符号は同図のものと共通の機能を持つ部分又は部品を表している。
【００５７】
　図７に示す装置は上記のように構成される結果、酸性電解槽１Ａと還元電解槽１Ｂとで
は、酸性水（除菌水）と還元水（洗浄水）が互いに独立して他方に影響されることなく各
別に生成され、いずれか単独でも生成取出しできる利点があり、また両生成水のｐＨ濃度
や流量等を使用目的に応じて独自に調節することもでき、手指洗浄・消毒用の装置として
も適している。
【００５８】
　なお、この実施例においても電解質である食塩水は塩水タンク２に貯留され且つ電解槽
１Ａ，１Ｂとの間で循環しているので、塩水タンク２に塩酸ガスの発生を抑制する抑制剤
を供給することにより塩酸ガスの発生を抑制することが可能であることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　この発明の方法及び装置は洗浄と除菌を行う各種作業に利用ができ、且つ装置の製造は
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【符号の説明】
【００６０】
　　１　　電解槽
　　１Ａ　酸性電解槽
　　１Ｂ　還元電解槽
　　２　　塩水タンク
　　３　　隔膜（イオン交換膜）
　　３ａ　陰イオン交換膜
　　３ｂ　陽イオン交換膜
　　４　　中間室（電解液室）
　　４ａ，４ｂ　電解液室
　　６　　陽極室
　　７　　陰極室
　　８ａ　陽電極
　　８ｂ　陰電極
　　１１　ポンプ
　　１８ａ，１８ｂ　取出管
　　４１　ケース
　　６６　給水タンク

【図１】 【図２】

【図３】



(11) JP 2017-176961 A 2017.10.5

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(12) JP 2017-176961 A 2017.10.5

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 4D061 DA03  DB07  DB08  DB09  EA02  EB01  EB05  EB13  EB16  EB17 
　　　　 　　        EB19  EB37  EB38  EB39  EB40  ED13  ED20  GA20  GB30  GC02 
　　　　 　　        GC12  GC16 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

